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・農場所在  ：岐阜県恵那市 

・飼養頭数  ：約６，４００頭     （1日13時時点） 
・症状等 ：ほ乳豚の下痢（約２８０頭）、死亡（１頭） 
・経緯 ：5月1日、農場から東濃家畜保健衛生所に、下痢等の症状を確認した 

 との通報。同日、東濃家畜保健衛生所の現地調査、臨床検査、採材、 

 中央家畜保健衛生所の遺伝子検査で「陽性」 の判定。 

・防疫措置 ：発生農場に対し、「豚の移動自粛」の要請と「豚舎の消毒の徹底」を指示。  

農場の入口 ・・・ウイルスが農場入口まできているかも 

「飼養衛生管理の徹底」が防疫対策の基本です。 

農場での消毒方法、感染防止対策の再確認をお願いします。 

・消毒前の水洗で、長靴（靴底）の汚れを落としていますか？ 

・消毒液は汚れていませんか？ 

・消毒液の濃度は十分ですか？ 

・手指の洗浄・消毒はしていますか？ 

水洗槽 消毒槽 

車両 ・・・ウイルスが車両に付いてきているかも 

・トラックの荷台は消毒前に洗浄していますか？ 

・運転席マット等、土が付着する場所は洗浄・消毒していますか？ 

・外で消毒しても、農場に入る際はもう一度消毒していますか？ 

・乗車前、降車後に手指の洗浄・消毒をしましたか？ 

豚舎・分娩舎 ・・・ウイルスが農場に入っているかも 

・専用の衣服・長靴を着用していますか？ 

・分娩舎には専任の管理者を置いていますか？ 

 他の豚舎と管理者を変えましょう。 

 専任が難しいときは分娩舎の作業から始めましょう。 

異状があったらすぐに家畜保健衛生所（総合庁舎 ０５７７－３３－１１１１）まで連絡してください。  
※平日時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）や休日の電話に対しては、 
「電話交換業務が終了しています。」に続く、 

「お急ぎの場合は、そのまま「１番」 をダイヤル願います。」 
の案内メッセージに従って対応をお願いします。          

 
いつもの作業 
再チェック！ 

 



 
（※１）死亡頭数は発症頭数の内数で、ほ乳豚のみ。           

岐阜県におけるＰＥＤの発生状況（Ｈ２６．４．２８現在） 

岐阜県の豚飼養状況 

３９戸 約１０万８千頭 
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（高山市） 

１例目 
５例目 
（恵那市） 

４例目 
（関市） 

２例目 
（山県市） 

出荷自粛の解除 

肥育豚については、家畜保健衛生所職員により、健康であることを確認したうえで、
出荷自粛の要請を解除しています。 

県内の発生 
農場の状況 
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肥育豚
の発症
頭数 

出荷自粛の状況 

１ 恵那市 4月7日 1,181 383 0 4月15日出荷自粛解除 

２ 山県市 4月17日 1,114 445 0 4月27日出荷自粛一部解除 

３ 高山市 4月24日 5,162 1,685 0 4月30日出荷自粛一部解除 

４ 関市 4月28日 290 37 0 出荷自粛要請中 

合計 7,747 2,550 0 


